
舞鶴市の入札・契約制度
の改正に係る説明会

平成２３年４月２２日(金)
午後２時３０分～午後４時

舞鶴市
総務部管財契約課



説明会の内容

1. 平成24年度からの入札参加資格審査
基準について

2. 舞鶴市工事請負契約約款の改正につ
いて

3. 工事現場における現場代理人の常駐
について

4. 公共工事における暴力団排除措置要
綱の制定について

5. 電子入札について



1. 平成24年度からの入札
参加資格審査基準につ
いて



1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

公共工事の競争参加資格審査の概要

公
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総合評定値（Ｐ）

入札参加資格審査

客観的事項
の審査

主観的事項
の審査

毎年度総合点数を算出
し、等級別格付けを行う。

(建設業法第27条の23
第１項)

※希望する業種の完成工事高(２年又
は３年平均)が「０」でないこと



総合点数の算出
「建設工事入札参加資格審査基準」(第１条第１項)

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について
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客観点(経営事項審査(P))

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

総合評
定値(P)
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こと



従来の主観点の項目と概要 (第１条第２項～５項)

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

項目 概要

工事成績
前年１年間(1/1～12/31)に工事成績評定の通知を受けたものに

ついて （業種ごとの平均点－６５）×２
※平均点は請負金額による加重平均

除雪
その年の除雪委託業者について

＋１０点 (土木一式)

ＩＳＯ
ＩＳＯ９０００(品質マネジメントシステム)
又はＩＳＯ１４００１(環境マネジメントシステム)

全ての業種に＋２０点

市内業者
の合併

適用１年目～３年目 Ｐ×５％ (全ての業種)
適用４年目 Ｐ×３％ (全ての業種)
適用５年目 Ｐ×２％ (全ての業種)



従来の格付けの基準(第２条の２第1項)

前々年度 前年度 当該年度

格付

総合
点数

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

当該年度の資格審査における格付けは、当該年度の総合点数並びに
前年度及び前々年度の資格審査に係る格付け及び総合点数に基づき
決定する。

決定



従来の昇格基準

前々年度 前年度 当該年度

格付 Ｃ Ｃ

総合
点数

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

２年連続して基準評点以上の実績があり、引き続き基準評点以上となっ
た場合（３年目）には昇格とする。ただし、２等級以上の昇格は行わない。

等級 基準評点

Ａ ８００点以上

Ｂ ７００点以上

Ｃ ６００点以上

Ｄ ５５０点以上

Ｅ ５５０点未満

(例: C等級からB等級への昇格)

３年連続

昇格 Ｂ
B等級の
基準評点
以上

B等級の
基準評点
以上

B等級の
基準評点
以上



従来の降格基準

前々
年度

前
年度

当該
年度

翌
年度

格付 Ｂ Ｂ

総合
点数

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

基準評点未満となった場合に注意期間の認定をする。２年連続して注意期間の認定
を受け、引き続き基準評点未満となった場合（３年目）には降格とする。ただし、２等級
以上の降格は行わない。なお、当該降格基準により降格した場合は、降格の翌年度に
従前の等級の基準評点以上となった場合に限り、従前の等級に復帰する。

等級 基準評点

Ａ ８００点以上

Ｂ ７００点以上

Ｃ ６００点以上

Ｄ ５５０点以上

Ｅ ５５０点未満

(例:B等級からC等級への降格)

３年連続

降格 Ｃ Ｂ

※従前の
基準評点
以上の場
合

B等級の

基準評点
未満

B等級の

基準評点
未満

B等級の

基準評点
未満



その他の基準等(１)

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

項目 概要

等級ごとの基
準評点の設定
(第２条)

業種及び等級ごとに別表の基準評点及び発注標準を設定する。

新規登録基準
(第５条)

新規業者については、最下位等級に格付するものとする。

再登録基準
(第６条)

再登録業者（未登録から２年以内に限る）は、再登録年度は基
準評点における該当ランクの１ランク下の等級または従前の等級
のうち低い方の等級に格付する。ただし、従前の等級より低い等
級となった場合において、翌年度又は翌々年度に従前の等級の
基準評点以上となった場合は従前の等級に復帰する。



その他の基準等(２)

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

項目 概要

昇格条件
(第７条)

指定建設業（土木一式工事業、建築一式工事業、電気
工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び
造園工事業）におけるA等級昇格については、特定建設

業の許可を取得していることを要件とする。また、要件を
満たさなくなった場合は、B等級へ降格するものとする。

なお、当該年度の入札参加資格審査結果通知日を経
過している場合の昇格及び降格は、特定建設業の許可
の取得又は取消しの事実を確認した月の翌月の１日から
とする。



別表第２条関係「基準評点及び発注標準」

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について



平成２４年度からの改正ポイント
(主観点)

• 工事成績評定の対象範囲を１年から３年に拡大
し、係数を２から2.5へ変更

• ＩＳＯの主観点を20点から15点へ変更

• 新たに主観点として次の２項目を追加

①ＫＥＳ(ステップ１: ５点、ステップ２: 10点)

②不当要求防止責任者・講習受講完了 １０点
※ただし、ＫＥＳとＩＳＯの重複加点は行わない。

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について



平成２４年度からの改正ポイント
(昇格基準・降格基準)

• ３年連続して基準点以上若しくは基準点
未満となった場合(３年目)に昇格若しく

は降格する基準 から ２年連続した場
合(２年目)に変更

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について



改正後の主観点の項目と概要 (第１条第２項～５項)

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

項目 概要

工事成績
前年１２月末日までの３年間に工事成績評定の通知を受けた

ものについて （業種ごとの平均点－６５）×２．５
※平均点は請負金額による加重平均

除雪
その年の除雪委託業者

＋１０点 (土木一式)

ＩＳＯ
ＩＳＯ９０００(品質マネジメントシステム)
又はＩＳＯ１４００１(環境マネジメントシステム)

全ての業種に＋１５点

市内業者の
合併

適用１年目～３年目 Ｐ×５％ (全ての業種)
適用４年目 Ｐ×３％ (全ての業種)
適用５年目 Ｐ×２％ (全ての業種)



改正後の主観点の項目と概要 (第１条第６、７項)

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

項目 概要

ＫＥＳ

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構の定めたＫＥＳのス
テップ１の認証を取得した場合は５点、ステップ２の認証
を取得した場合は１０点を登録業種全てに加点するもの
とする。

不当要求防
止責任者・講
習受講

不当要求防止責任者を選任し、京都府公安委員会の責
任者講習の受講を完了している場合は、登録業種全てに
１０点を加点するものとする。



改正後の昇格基準

前年度 当該年度

格付 Ｃ

総合点数

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

２年連続して基準評点以上となった場合（２年目）には昇格とする。ただし、
２等級以上の昇格は行わない。

等級 基準評点

Ａ ８００点以上

Ｂ ７００点以上

Ｃ ６００点以上

Ｄ ５５０点以上

Ｅ ５５０点未満

(例: C等級からB等級への昇格)

２年連続

昇格

B等級の
基準評点
以上

B等級の
基準評点
以上

Ｂ



改正後の降格基準

前
年度

当該
年度

翌
年度

格付 Ｂ Ｃ Ｂ

総合
点数

B等級の
基準評点
未満

B等級の
基準評点
未満

※従前の基
準評点以上
の場合

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

基準評点未満となった場合に注意期間の認定をする。２年連続して基準評点未満と
なった場合（２年目）には降格とする。ただし、２等級以上の降格は行わない。なお、当
該降格基準により降格した場合は、降格の翌年度に従前の等級の基準評点以上となっ
た場合に限り、従前の等級に復帰する。

等級 基準評点

Ａ ８００点以上

Ｂ ７００点以上

Ｃ ６００点以上

Ｄ ５５０点以上

Ｅ ５５０点未満

(例: B等級からC等級への降格)

２年連続

降格



ＫＥＳについて

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

特定非営利活動法人

KES環境機構
URL  :  http://www.keskyoto.org/



ＫＥＳについて

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

http://www.keskyoto.org/kesinfo.html より

http://www.keskyoto.org/kesinfo.html


「ＫＥＳ」と「ＩＳＯ」の主観点加算

審査基準・第４項 審査基準・第６項

ＩＳＯ ＫＥＳ
（ステップ２）

ＫＥＳ
（ステップ１）9000 14001

５点

１０点

１５点 ISOとの重複加算なし ISOとの重複加算なし

１５点 ISOとの重複加算なし ISOとの重複加算なし

１５点 ISOとの重複加算なし ISOとの重複加算なし

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

（総合点数）

第１条 資格審査における総合点数は、建設工事の種類(以下「業種」という。)ごとに、
建設業法(昭和24年法律第100号)第27 条の29第１項に規定する総合評定値及び次
項から第７項までの規定（第４項の規定に該当する場合にあっては、第６項の規定を除
く。）により算定した点数の合計点とする。



不当要求防止責任者講習について

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について

• 不当要求防止責任者講習とは、「暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律」（平成３年法律第７７号）に基づき、事業者が不当要求防
止責任者（以下「責任者」という。）を選任し、公安委員会（警察署）へ届け
出ることにより、公安委員会が責任者に対し、暴力団からの不当要求に
対処するための必要な知識、技能を習得させることを目的として実施さ
れているものです。

• ＜選任届出・講習受講の手続き＞

責任者選任届出書を事業所の所在地を管轄する警察署（刑事課組織犯罪対策
係）に提出（インターネットからも手続き可能）

京都府暴力追放運動推進センター＞責任者受講案内

http://www.kboutsui.com/seminar.html

http://www.kboutsui.com/seminar.html


経営事項審査制度の改正に伴う平成２４年度
舞鶴市建設工事入札参加資格審査申請の取
扱いについて

• 平成２４年度の入札参加資格審査申請書に添付する経
審結果通知書については、審査基準日が、平成22年7
月１日から平成24年1月31日までにあり、かつ、申請時
点で最新のもの(総合評定値（Ｐ）のあるもの)である必
要があります。

• また、改正前後いずれの基準による経審も対象とし、建
設業法施行規則第20条第2項に規定する再審査（平成
23年4月1日から平成23年7月29日まで受付）も含むもの
とします。

1.平成24年度からの入札参加資格審査基準について



2. 舞鶴市工事請負契約約
款の改正について

3. 工事現場における現場代
理人の常駐について



改正の背景
2.舞鶴市工事請負契約約款の改正について

①公共工事標準請負契約約款

②民間建設工事標準請負契約約款(甲)

③民間建設工事標準請負契約約款(乙)

④建設工事標準下請契約約款

中央建設業審議会

勧告



改正事項
2.舞鶴市工事請負契約約款の改正について

• 注文者と請負者の呼称(呼び方)

• 契約履行体制の合理化(現場代理人の常駐義
務)

• 請負者の責に帰さない事由による工期延長に
伴う増加費用の負担

• 不良不適格業者の排除(反社会的勢力の排除)



「舞鶴市工事請負契約約款」の改正点

2.舞鶴市工事請負契約約款の改正について

（１）「甲・乙」の略称表記を改め、「発注者・受注者」の表記に改正
…（契約の対等性）

（２）現場代理人の常駐義務緩和を規定 …（施工体制の合理化）

発注者が、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障
がなく（別記１）、連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人の常駐を要
しないこととできる。 【工事約款：第10条第３項】

（３）工期（履行期間）延長に伴う発注者の負担について規定
…（契約の対等性）

受注者からの工期（履行期間）延長申し出に対して、必要があるときは延長を行い、
その延長が発注者の責めに帰すべき事由の場合には、必要と認められる請負代金
の変更及び損害費用を負担する。 【工事約款：第21条第2項】

（４）発注者の契約解除権に、暴力団員に該当する場合等を追加
…（不良不適格業者の排除） 【工事約款：第45条第1項第6号ア～キ】

（５）「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の改正」（財務省告示第52号）により、

契約条項の遅延利息の率を年３．３パーセントから３．１パーセ
ントに改正



「舞鶴市工事請負契約約款」第10条第３項に規
定する現場代理人の常駐の取り扱いについて

3.工事現場における現場代理人の常駐について

【舞鶴市工事請負契約約款第１０条第２項、第３項】

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及

び取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12

条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除

に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することが

できる。

3 前項の規定にかかわらず、現場代理人は、工事現場における運営、取締り

及び権限の行使に支障がなく、かつ、監督員との連絡体制が確保されると

市長が認めた場合は、工事現場に常駐しないことができる。

平成２３年４月
第３項追加



3.工事現場における現場代理人の常駐について

【現場代理人の工事現場における運営、取締
り及び権限の行使に支障がない場合とは】

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設
工事等が開始されるまでの期間

② 「舞鶴市工事請負契約約款」第20条第１項又は第２項の規
定により、工事の全部の施工を一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工
事であって、工場製作のみが行われている期間

④ その他工事現場において作業等が行われていない期間



4. 公共工事における暴力団
排除措置要綱の制定に
ついて



経緯

4.公共工事における暴力団排除措置要綱の制定について

各市町村や事業者と相互に連携を図り、暴力
団等排除を推進するなど、社会全体での取り
組み

平成２２年７月「京都府暴力団排除条例」
の制定(平成２３年４月１日施行)

全国的に暴力団排除に向けての取り組み



「舞鶴市建設工事等に関する暴力団等
排除措置要綱」(平成23年４月１日施行)

4.公共工事における暴力団排除措置要綱の制定について

• 舞鶴市の建設工事、測量・設計コンサル業務、物品
役務等の公共調達から暴力団等を排除し、公正で
適切な入札・契約の執行を目的として制定

• 契約の相手方が、暴力団等の措置要件（別記）に該
当する場合は、①入札（随意契約含む）からの排除
（１～２年） 、②契約の解除、③排除措置の公表等

を行い、また、当該業者との下請契約等の締結を認
めない。

H23.3.24 舞鶴市と京都府舞鶴警察署において連絡協議体制の確立についての合意書を締結



措置要件及び排除期間
措 置 要 件 排 除 期 間

１ 有資格者である個人及び法人の役員等(役員として登記又は届出
されていないが実質上経営に関与している場合を含む。以下同じ。)

が暴力団員であると認められるとき
当該認定をした日から２
年を経過し、かつ、改善さ
れたと認められるまで２ 暴力団員が有資格者の経営に事実上参加していると認められる

とき

３ 有資格者及びその役員等が、業務に関し不正に財産上の利益を
得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用した
と認められるとき

当該認定をした日から１
年（本市契約に係るものは
２年）を経過し、かつ、改善
されたと認められるまで

４ 有資格者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わ
ず、暴力団等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に
与えたと認められるとき

当該認定をした日から１
年を経過し、かつ改善され
たと認められるまで

５ 有資格者及びその役員等が、暴力団等と社会的に非難される関
係を有していると認められるとき

６ 有資格者が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の
契約にあたり、その契約相手方が有資格者であるか否かに関らず、
前各号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結し
たと認められるとき

4.公共工事における暴力団排除措置要綱の制定について



4. 電子入札について



電子入札システムの構成

認証局

電子入札システム

舞鶴市
(管財契約課)

入札参加者

入札情報公開システム

京都府

入札データ

認証データ

5.電子入札について



電子入札の運用予定

5.電子入札について



京都府入札情報公開システム

舞鶴市 管財契約課

舞鶴市の案件が
表示されます。

5.電子入札について

http://www.ebid.pref.kyoto.jp/PPI_P



京都府情報公開システム

5.電子入札について

http://www.ebid.pref.kyoto.jp/PPI_P



京都府電子入札システム

舞鶴市

綾部市

八幡市

井出町

京都府電子入札システム

5.電子入札について

https://www.ebid.pref.kyoto.jp/CALS/Accepter



電子入札の流れ(指名競争)

①発注案件の登録

⑥入札書・内訳書提出

⑧内訳書確認

⑦入札書の締切

⑨開札・落札者決定 ⑩入札結果の公開 ⑪入札結果の確認

⑤設計図書等
ダウンロード

④指名通知確認

電子入札システム 入札情報公開システム

参加者舞鶴市

③指名通知

5.電子入札について

②設計図書等登録

受付期間
に注意



電子入札の流れ(条件付一般競争)

①発注案件の登録

③設計図書等登録

⑧確認結果通知 ⑩入札書・内訳書提出

⑫内訳書確認

⑪入札書の締切

⑬開札・落札者決定 ⑭入札結果の公開 ⑮入札結果の確認

⑤設計図書等
ダウンロード

電子入札システム 入札情報公開システム

参加者舞鶴市

④入札公告等確認②入札公告等登録

⑥参加申請⑦受付・審査

5.電子入札について

該当者にFAX
でお知らせ

受付期間
に注意

受付期間
に注意



電子入札の利用者登録の事前準備

5.電子入札について

既に「京都府」の
電子入札システ
ムを利用していま
すか?

京都府電子入札システムにある「舞鶴市」への利用者登録が必要です。

京都府以外(国や
他の自治体)の電

子入札システムを
利用していますか?

京都府電子入札システム利用のためのJavaPolicy
の設定が必要です。

パソコン及びイン
ターネットの利用
環境は整っていま
すか?

電子証明書(電子認
証ＩＣカード)の調達

及びパソコンの設定
が必要です。

は
い

いいえ いいえ

は
い

は
い

スタート

「舞鶴市」の電子入札が利用できます。



電子入札の利用者登録

5.電子入札について



電子入札の業者番号

5.電子入札について

建設
工事

許可種別(２桁)＋建設業許可番号

(合計８桁の半角数字)

例: 26000111 (京都府知事許可業者で許可番号が111の場合)

00099999 (国土交通大臣許可業者で許可番号が99999の場合)

舞鶴市の電子入札利用者登録に必要となる業者番号は次のとおりです。

利用者登録には、この「業者番号」と「商号又は名称」が必要となりますので、間

違わないよう注意してください。

注意点
「（株）」は全角のカッコ「（ 」「）」に「株」としてください。「（有）」も同様です。



電子入札システムの利用可能時間及び
利用に必要なもの

5.電子入札について

平日 午前９時～午後６時

情報公開システムの利用可能時間

年中、２４時間

パソコン、インターネット環境、
電子入札専用ICカード、同カードリーダー

(毎週土曜日の０時から７時までは、メンテナンスのため停止)



京都府ホームページ

5.電子入札について



舞鶴市ホームページ

5.電子入札について


